障害福祉サービス事業者等の指定更新申請について
 　指定障害福祉サービス事業者等の指定は、障害者総合支援法第４１条第 1項または第５１の２１条第１項の規定により、６年ごとに更新を受けなければその期間の経過により効力を失うこととされています。そのため、下記のとおり指定更新申請を期日までにしてください。 
１ 申請書類 【①～⑥の６点】（⑥は共同生活援助のみ）、その他必要事項【⑦】 
1 指定障害福祉サービス事業所/指定障害者支援施設/指定障害児通所支援事業所/指定障害児入所施設
指定特定相談支援事業所/指定一般相談支援事業所/指定障害児相談支援事業所指定申請書
⇒別紙様式第１号 
2 各サービスの付表
⇒【居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護】　付表１
⇒【療養介護】付表２
⇒【生活介護】付表３
⇒【短期入所】付表４
⇒【重度障害者等包括支援】 付表５
⇒【自立訓練（機能訓練・生活訓練）】付表６
⇒【就労選択支援】付表７
⇒【就労移行支援】付表８
⇒【就労継続支援Ａ・Ｂ】付表９
⇒【就労定着支援】付表１０
⇒【自立生活援助】付表１１
⇒【共同生活援助】付表１２
⇒【障害者支援施設】付表１３
⇒【一般相談支援】付表１４
※多機能型事業所については、サービスごとの付表を添付してください。
　（サービスごとの指定年月日が異なる場合であっても必要です）
3 誓約書 
⇒標準様式３
4 役員等名簿 
⇒参考様式９
※役員「等」には事業所の管理者も含まれます。記入漏れのないよう注意してください。
5 　指定更新月の従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表【障害者総合支援法】
例）指定有効期限が３月３１日の場合、４月分（予定）の勤務の体制及び勤務形態一覧表を作成してください。
⑥　障害支援区分別平均利用者数一覧（共同生活援助のみ）※任意の様式で結構です。
⑦障害福祉サービス等情報公表システム（ＷＡＭＮＥＴ）における事業所情報の公表
※未公表の事業所については更新申請前に必ず公表できる状態（必要事項入力の上一宮市へ承認申請）にしてください。
２ 申請方法 
申請書類に必要事項を記入の上、郵送にて申請してください。 
３ 申請期限 
更新予定月の前々月の末日（該当日が閉庁日の場合は、直前の開庁日）　※必着
例）１０月１日更新予定　→　８月３１日（ただし、３１日が日曜日の場合は２９日が期限）
４ 申請先 
〒４９１－８５０１

一宮市本町２丁目５番６号 
一宮市福祉部障害福祉課 
封筒に朱書きで「事業所指定更新申請書類在中」と必ず記入してください。 
５ 申請後の流れ 
① 申請書類が到着した場合は、申請内容を審査し、不備がある場合は電話等で照会しますので、速やかに修正するようにしてください。修正されない場合は更新ができないこともあります。 
② 受理後、指定更新通知書を原則法人あてに発送します。 
６ 留意事項
居宅介護、重度訪問介護及び行動援護の指定を同時に受けた事業所、または多機能型事業所として複数のサービスの指定を同時に受けた事業所は、今回の申請書類もまとめて記入の上、提出してください。（多機能型事業所の付表については②の※によります）
指定時の申請書及びその後の変更届等により、現状で一宮市に届け出ている内容と、指定更新時の内容が一致していない場合は、当該事項に係る「変更届」の書類一式の提出が必要となります。
